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第三部　労働政策

第一編　両条約の締結と労働政策

第二章　労働政策の基調

　「健全な労組」の育成　四月四日、関東経営者協会第六回定時総会で、保利労働大臣は挨拶を述

べ、Ｔ・Ｗ・Ｉや安全教育の問題とともに、「健全な労組」の育成には、「使用者各位の御努力が与って

力あったもの」として感謝の辞を捧げた。

　政府はかねがね健全な労働組合の発達と合理的労使関係の確立のために努力してきた
が、最近に至り労働組合も、過去の破壊的組合運動に反省、検討を加え、いわゆる自由にし
て民主的な方向に進んでまいり、これに件い労使関係においても労使間の紛争は過去にお
けるが如き極左破壊的色彩をうすめ純然たる経済的争議たるの性格を示すに至り、しかも
かかる紛争をできうる限り労使の自主的な交渉で解決しようとする傾向がみられるに至った
ことは基本的には労使関係の安定化を示す健全な動向と認められるもので、このような趨勢
に立ち到りましたことについては、国民一般の批判並びに労働組合員の貴重な経験に基く自
覚もさることながら、使用者各位の特に終戦当初の混乱期に種々の困難を乗り越えて使用
者団体を組織し、労働関係の合理化に尽力された皆様方の御努力が与って力あったもの
で、今後益々労使関係を合理化するために御努力下さるよう、特に合理的労働協約の基盤
の上にたった労使関係の安定を図ることに格別の御配慮を払われるよう期待するものであり
ます。

　次に従業員教育の問題については政府としては、一昨年以来労使関係の実情に即応

してＴ・Ｗ・Ｉ方式による監督者訓練の普及に努力致しておりますが、さる一月米国のＴ・

Ｗ・Ｉ専門家の来訪を得ました。従業員教育の重要性に対し今後更に積極的な御協力を

ねがう次第であります。

　次に労働基準行政上、目下最も重大な問題となっておりますものに産業災害の問題

があります。終戦以来、産業災害が少くなかったことは御承知の通りでありますが、特に

最近増加の傾向を示し憂慮すべき状態にあります。この種災害は、被害者の損害はも

とより工場、事業場にとっても好しからざる出費であり、生産低下の原因ともなるもので

ありますので政府としては、下部機関を通じて安全運動を活発に行い、安全教育の徹底

と施設の改善をはかるように注意致しておりますが、災害防止には労使双方の深い関

心と御協力なくしては不可能であります。このためには合理的経営の一環として、施設

の改善に御努力されるとともに、職場の安全教育の徹底に、一層の注意を払われるよう

に希望する次第です。

　最後に、最近ＩＬＯ関係諸会議、米国労働事情の視察等を通じて、労働関係における

国際的接触も深まっておるのでありますが講和問題も具体化しつつあり、日本が再び国

際社会に正式に復帰する日も近づきつつある今日、Ｉ・Ｌ・Ｏより後進国の技術援助のた

めの技術顧問団に参加すべき技術者の推せんの依頼を受けましたことは、世界各国の

わが国に対する深い信頼と好意のあらわれであり、わが国のＩ・Ｌ・Ｏへの正式復帰にも

大きな希望を与えるものとして喜んでおるのであります。



　全国労働委員会会長会議が、四月一二日にひらかれ、その席上、占領軍のブラッテイ労働教育

班長は、争議解決と労働委員会の役割、不当労働行爲の取扱機関、労働組合法の改訂、仲裁制

度などの諸問題について、つぎのように政策を述べた。

　炭坑ストライキ直後における中労委の反省、朝日新聞の社説、参議院における論議等にあ
らわれた意見を総合しても労使間の直接交渉によって争議が解決することによって、労働委
員会の重要性が減少したとする説には賛成できない。勿論労働争議の理想的な解決は第三
者の介在なくして、当事者間で直接に交渉解決さるべきであることは明白であり、且つ基本
的事実であるが、日本の労働争議は給与体系が複雑であり各産業部門別に専門家の委員
を設置して斡旋する必要も生じてくる。たとえ直接交渉になっても労働委員会は何時でも希望
されたとき援助を与えるよう待機していなければならぬ。しかし委員会は一種の最高交渉機
関ではないと思う。現在は不当な重荷が労働委員会にかかっている。

　労働委員会の機構改革は労働界の最も注意をひいている問題だが、必要な改革はお

くらせてはならない。三者構成制度の効果も不当労働行爲事件を扱うに当っては相当疑

問があると思う。不当労働行爲は司法的手続の範囲に入るから、これを三者構成の委

員会にかけることは或る意味では単純な司法問題を政治的問題に転換することになる

おそれがある。不当労働行爲にたいして委員会の権限を明確強化するためには、ある

程度の改訂を行う必要がある。不当労働行爲の告訴は県又は地方の何れかについて

半司法的資格で執行する機関が取扱うのが最もよい。

　労組法の改正は不可避と思うが、それは団体交渉単位の決定と交渉代表者のために

手続きを決定する法律条項の追補である。そして交渉単位の決定は労働委員会の権

限内に入ることが正当な機能であると思う。また委員会の委員が斡旋員としてはたらく

場合にさまたげとなっている現在の労調法の制限を撤廃することにも賛成である。時が

経過して労使がともに労働争議の仲裁原理と慣行をうけ入れるようになった時には、委

員会の委員が専門的知識を有する仲裁者の全国的な候補名簿に登載されるよう希望

する。

　労働協約中に仲裁制度を入れることは一つの発展を意味するものであり、労働者側

は労働協約の範囲内で争議を決定する最良の制度として認めることになろう。そして協

約中に協約の有効期間中はストライキやロックアウトを不法とする平和条項を挿入する

ためには日本の産業平和の一般的制度として仲裁を採用することが必要になると思う。

これらの点よりみて今後労働委員会の仕事が増加することがあっても減少することは考

えられない。形式的機能は変っても産業経済の恒久的機関となることは間違いない。

　国際自由労連は、五月一八日附の吉田首相宛書簡で、日本政府が労働者の利益および労働運

動の自由を阻害していると抗議したが、これに対して、六月二二日、寺本労働省事務次官は、オル

デンブローグ国際自由労連書記長に回答を発した、しかし、この問題も、文書の交換以上には進展

しなかった。

　拝啓　五月一八日附内閣総理大臣宛の貴下の書簡に答え、私は我国政府に代って、国際
自由労連が我国の労働組合運動に寄せられた積極的な関心に対して感謝の意を表する次
第である。我国政府の労働政策は、自由にして民主的な労働組合の健全なる発達の促進を
目的としている。この点に関しては、我々の目的は完全に貴労連の目的と一致している。

　終戦以来我国政府の最大の目標は、我国をして、平和と民主主義を目的とする独立

国家として、国際社会における名誉ある一員たらしめることである。我々はこの目標達

成のためには、自由にして民主的なる労働組合の発達を促進し労働者の最低の労働

条件及び生活条件を確保することが肝要であると考え、占領軍当局の指導の下に、立



法その他種々の手段を強力に実施し、大きな成果を挙げてきたのであって、このことは

貴下の熟知するところである。これらの政策は、今日といえども何等変更されているもの

ではなく、又占領終結後も何等変更されないであろうこと及び占領中の法規の改正が検

討される場合にも、それはこの様な政策の変更を意味するものではないことをここに確

言する。

　戦争により荒廃した我国は、今尚再建途上にあり、我国の経済復興は、国の総力を

挙げての努力を要する極めて困難なる仕事であり、これは、労働者を含め社会のあら

ゆる分野の献身を要するものである。

　いかなる国、いかなる時においても、民主主義は国民の一部の利益が国民全体の利

益に優先することを許さない。従って我国における労働者の利益、労働組合の活動も

亦、このような意味における公共の福祉によって優先されなければならない。

　然し乍ら我国政府は、労働者の利益及び労働運動の自由を促進するために最善を尽

して来たのであり、このことは事実によって明らかに立証される。例えば、連合国最高司

令官からの命令に基いて公布された一九四八年七月の政令第二〇一号と、同年九月

に施行された国家公務員法及び一九五一年の地方公務員に対する制限ができる限り

緩和されていることによっても判る。更に、国鉄職員の給与に関する公共企業体仲裁委

員会の裁定及び政府職員の給与に関する人事院の勧告が極めて困難な政府財政にも

拘わらず最大限に履行されている。

　以上述べた所を以て、我国政府の立場を説明するに十分であると確信する。貴労連

が我国の労働運動に対し将来に亘って協力及び助言をされることを期待すると共に、貴

下が希望されるならば上述に関し十分な資料と正確な情勢を貴下に提供する用意があ

る。敬具
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